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健康保険証が使用できるのは令和7年12月1日まで健康保険証が使用できるのは令和7年12月1日まで

受動喫煙受動喫煙

Ⓡ

※健康経営は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

職場での受動喫煙防止は、労働安全衛生法第 68 条の2に基づく事業者の責務です。
同時に、従業員の健康維持や医療費適正化につながる重要な健康経営の取組でもあります。
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全国健康保険協会長野支部全国健康保険協会長野支部全国健康保険協会長野支部
職場内での回覧をお願いします職場内での回覧をお願いします

2025年
11月号

長野支部LINE公式アカウント
始めました！
毎月2回、協会けんぽの事業案内や
健康情報をお届けします！
友だち追加はこちらから▶▶▶▶▶▶



https://www.kyoukaikenpo.or.jp

共に目指します。世界で一番（ACE）の健康長寿 メルマガ登録から健康づくりを始めよう!
毎月10日に
健康情報配信中！ 登録はこちらから
kyoukaikenpo.or.jp（＠の後ろ）からのメールを受信できるよう設定してください

提供依頼書

健診結果コピー 質問票

協会けんぽ事業主様

協会けんぽ事業主様

定期健康診断（事業者健診）結果データのご提供をお願いします定期健康診断（事業者健診）結果データのご提供をお願いします

「被扶養者状況リスト」の提出期限は「被扶養者状況リスト」の提出期限は

より各種申請手続きの電子申請を開始しますより各種申請手続きの電子申請を開始します

ですです令和7年12月12日令和7年12月12日

令和8年1月令和8年1月

個人情報の取り扱い等について個人情報の取り扱い等について


